
令 和 ７ 年 ３ 月 １ ９ 日 

西伊豆町要綱第１２号 

 

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツ団体等が行う合宿（以下「合宿」という。）の

誘致を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則（平成17年規則第30号）

及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「合宿」とは、スポーツ団体等が実施又は参加す

る合宿、大会であって、町内に宿泊するものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項、第３項及び第４項に

規定する町内の宿泊施設に宿泊すること。  

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）で規定された児童、生徒、学生又

は未就学児で構成された団体であること。ただし、町長が特に必要があ

ると認めた場合は、この限りでない。  

(3) 合宿に参加した団体に所属する者及び当該団体の指導者等（先生、部

長、監督、コーチ及びマネージャー等で、保護者や付添人は含まない。）

が宿泊した延べ人数（以下「延べ宿泊者数」という。）が20人以上である

こと。この場合において、分宿の場合は、合算とする。  

(4) この要綱による補助金以外の補助金等を受けていないこと。  

(5) 政治的又は宗教的な活動を目的としていないこと。  

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな

い者、暴力団員でなくなった日から５年を経過している者又は暴力団員

と密接な関係を有しない者であること。  

２ 前項の規定にかかわらず、町長が補助金を交付することが適当でないと

認める者には、補助を行わないものとする。 

（補助金の額) 
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第４条 補助対象者に交付する補助金の額は、１回の合宿につき宿泊費の半

額又は延べ宿泊者数に3,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、20万

円を限度とする。 

２ 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（複数年度にわたる合宿等の取扱い） 

第５条 複数年度にわたる合宿を行うときは、年度ごとに申請等を行うもの

とする。この場合において、延べ宿泊者数は、合宿の初日から最終日まで

の宿泊者数とし、補助金はそれぞれ宿泊日の属する年度の予算から交付す

る。 

（交付の申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、合宿が実施される日の30日前

までに、西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

 (1) 合宿計画書  

(2) 対象者名簿（様式第２号） 

２ 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可

否を決定し、西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付決定（却下）通知書（様

式第３号）により通知するものとする。 

 （変更等の承認申請） 

第７条 前条第２項の決定通知を受けた者は、内容を変更し、又は中止しよ

うとするときは、あらかじめ西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金変更（中止）

承認申請書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたとき

は、西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金変更（中止）承認書（様式第５号）

により通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 第６条第２項の決定通知又は前条第２項の変更承認通知を受けた者

は、事業完了の日から起算して30日以内に、西伊豆町スポーツ合宿誘致補

助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し

なければならない。 

(1) 宿泊証明書（様式第７号） 

(2) 対象者名簿（様式第２号） 

(3) 活動実績がわかる書類（写真等）及びＳＮＳ等で西伊豆町での合宿の

様子を投稿したことが分かるもの 

（交付の確定） 
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第９条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、西伊豆町スポーツ合宿誘

致補助金交付確定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第10条 前条の通知を受けた者は、速やかに西伊豆町スポーツ合宿誘致補助

金交付請求書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

 （補助金の返還） 

第11条 町長は交付の確定を受けた者次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 (1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。  

(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき。  

(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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 様式第１号（第６条関係）  

 

    年  月  日  

 

 西伊豆町長 様  

 

                申請団体名  

                   代表者氏名           ㊞  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付申請書  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金の交付を受けたいので、関係書類を添え

て申請します。  

 

団 体 名   

代 表 者 氏 名   電 話 番 号   

住 所  
〒  

 

宿 泊 施 設 名   目 的   

期 間    年  月  日から  年  月  日まで  

延べ宿泊者数  

補助対象者数  宿泊日数  延べ宿泊者数  

       人   泊  人  

人  泊  人  

人  泊  人  

            延べ宿泊者数合計       人  

補助金申請額          円  

添付書類  

 １ 合宿計画書（合宿期間内の計画がタイムスケジュールでわかるもの。） 

 ２ 対象者名簿（様式第２号）  
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様式第２号（第６条、第８条関係）  

対象者名簿  

団体名                  

補助対象者氏名  所属学校名  年齢  補助対象者氏名  所属学校名  年齢  

１     26    

２     27    

３     28    

４     29    

５     30    

６     31    

７     32    

８     33    

９     34    

10    35    

11    36    

12    37    

13    38    

14    39    

15    40    

16    41    

17    42    

18    43    

19    44    

20    45    

21    46    

22    47    

23    48    

24    49    

25    50    

※行が足らなくなった場合は、追加すること。  
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様式第３号（第６条関係）  

 

第       号  

年   月   日  

 

      様  

 

西伊豆町長         印  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付決定（却下）通知書  

 

    年 月 日付けで申請のあった西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金に

ついては、下記のとおり決定（却下）したので、西伊豆町スポーツ合宿誘致

補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。  

 

記  

 

 １ 交付の内容      決定 ・ 却下  

 

 ２ 交付決定額            円  

 

 ３ 却下した場合の理由   
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様式第４号（第７条関係）  

 

年  月  日  

 

西伊豆町長 様  

 

申請団体名  

       代表者氏名          ㊞  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金変更（中止）承認申請書  

 

    年 月 日付け 第 号にて交付の決定を受けた西伊豆町スポーツ

合宿誘致補助金について、下記のとおり変更（中止）したいので、西伊豆町

スポーツ合宿誘致補助金交付要綱第７条第１項の規定により申請します。  

 

記  

 

１ 変更（中止）の理由  

 

２ 変更箇所 
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様式第５号（第７条関係）  

 

第       号  

年   月   日  

 

      様  

 

西伊豆町長        印  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金変更（中止）承認書  

 

    年 月 日付けで変更（中止）申請のあった西伊豆町スポーツ合宿

誘致補助金について、下記のとおり承認しましたので、西伊豆町スポーツ合

宿誘致補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。  

 

記  

 

１ 承認する内容  変更 ・ 中止  
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様式第６号（第８条関係）  

 

年  月  日  

 

 西伊豆町長 様  

 

                申請団体名  

                   代表者氏名            ㊞  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金実績報告書  

 

   年 月 日付け 第 号にて交付の決定を受けた西伊豆町スポーツ

合宿誘致補助金事業について、下記のとおり実施したので、関係書類を添え

て報告します。  

 

団 体 名   

代 表 者 氏 名   電話番号   

住 所  
〒  

宿 泊 施 設 名   目 的   

期 間    年  月  日から  年  月  日まで  

延べ宿泊者数  

対象者数  宿泊日数  延べ宿泊者数  

人  泊  人  

人  泊  人  

人  泊  人  

延べ宿泊者数合計       人  

 

添付書類  

 １ 宿泊証明書（様式第７号）  

 ２ 対象者名簿（様式第２号）  

 ３ 活動実績がわかる書類（写真等）及びＳＮＳ等で西伊豆町での合宿の

様子を投稿したことが分かるもの  
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様式第７号（第８条関係）  

 

宿泊証明書  

 

団 体 名   

代 表 者 氏 名   

宿 泊 期 間  

 

年    月    日から 

年    月    日まで 

 

延 べ 宿 泊 者 数  

補助対象者数  宿泊日数  延べ宿泊者数  

人  泊  人  

人  泊  人  

人  泊  人  

 延べ宿泊者数合計           人  

宿泊料金合計額               円  

 

上記のとおり相違ないことを証明する。  

 

年  月  日  

施設名  

代表者            ㊞ 
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様式第８号（第９条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

 

      様  

 

         西伊豆町長       印  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付確定通知書  

 

    年 月 日付け 第 号により決定した西伊豆町スポーツ合宿誘致

補助金の交付について、下記のとおり確定しましたので、西伊豆町スポーツ

合宿誘致補助金交付要綱第９条の規定により通知します。  

 

記  

 

交付確定額         円  
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様式第９号（第10条関係）  

 

年  月  日  

 

 西伊豆町長 様  

 

               請求者  

                 住 所  

                    団体名（名称）  

代表者氏名           ㊞  

 

西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付請求書  

 

 西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金について、下記のとおり請求します。  

 

記  

 

１ 請 求 額         円  

 

２ 振込先口座  

金融機関名  

   銀行   

金庫   

農協   

信漁連  

本店  

支店  

支所  

出張所  

口座種別  普通・当座  口座番号   

フリガナ   

口座名義人   

 ※請求者（補助申請団体代表者）と補助金振込口座名義人が違う場合は、

補助金受領に関する委任状を添付してください。  

 

 

 

 

 


